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厚生労働行政推進調査事業費補助金 

障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を 

有する者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001） 

 

分担研究報告書 

 

分担研究課題名：知的障害施設における福祉と医療の連携の現状と方向性（１） 

 

研究代表者： 市川 宏伸（日本発達障害ネットワーク） 

研究協力者： 根本 昌彦（社会福祉法人フロンティア いけぶくろ茜の里） 

研究協力者： 山本 あおひ（社会福祉法人 正夢の会） 

研究協力者： 田中 正博（手をつなぐ育成会） 

 

A.研究目的 

障害サービスを利用する方々の高齢化お

よび強度行動障害と言われる利用者への対

応の充実が喫緊の課題になっている。高齢

化には虚弱化が伴いやすく三大疾病をはじ

めとした疾患から ADL の低下も考えられ、

生活維持のための医療やアンチエイジング

の有効性は言うまでもない。同時に、強度行

動障害と呼ばれる方々への支援に対する支

援には医療的なケアを併用することでより

よい結果が得られることも周知となりつつ 

 

ある。これらの課題において、地域や施設で

提供される医療的なサービスの拡充は、障

害児者施設利用者にとって大きな貢献にな

ると考えられる。その医療的なサービスの

最前線にいる存在の専門職のひとつである

看護師および医師を対象にアンケートを行

い、その結果から考察をしていきたいと考

えた。平成 27 年度は東京都社会福祉協議会

加盟施設について調査を行い、28 年度は手

をつなぐいき性会を通じて加盟調査の調査

を行った。 

研究要旨：知的・発達障害福祉支援施設の現場では、医療・福祉職員の不足、医療と

福祉の連携不足、が指摘されている。一方で連携の重要性は福祉・医療とも認めてい

るが、現状では不十分であることが示唆されていた。福祉における医療スタッフ（医

師、看護師、コメディカル）の現状を東京都社会福祉協議会、手をつなぐ育成会を通

じて調査した知的・発達障害福祉施設における医療については、以前からその連携に

ついて課題があると考えられて来た。特に福祉現場における医療の前提と福祉の前提

は相いれない点が散見されていた。我々は、福祉現場で働く看護職と医師を対象に現

状についてアンアケート調査を行い、現状の課題と今後の方向性を調査した。 
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Ⅰ 東社協を対象とした調査 

① 看護師を対象にした調査 

B.研究方法 

 知的障害者支援サービスに関係する看護

師の実態調査を行うために東京都社会福祉

協議会知的発達部会（以下知的部会）の会員

施設に調査を行った。知的部会の会員施設

は、都内にある施設はもとより、東京都の知

的障害者施策に則り都外にも複数の施設を

有している。このことから今回のアンケー

ト結果は都市部から山間部を含む多様な立

地条件にある施設らに行われたものである。 

（１）基本情報 

回答総数（ｎ）199 件 

施設形態別内訳 

  成人：入所 69 件・通所 97 件・入所/通

所（併設）12 件 

  児童：入所 5 件・通所 11 件・入所/通

所（併設） 0 件 

  成人/児童（併設）：入所 5 件・通所 0

件・入所/通所（併設） 0 件 

 

C．研究結果 

 

Ⅰ 看護職へのアンケートから 

Q1 看護師の経験年数における現職場歴に

ついて、入所と通所では雇用形態のうち特

に休日取得形体の違いがある。表にあるよ

うに入所の現職場金属年数が 5 年程度に対

して通所は 10 年近い年数である。 

 

勤続年数比較（入所） 

 
勤続年数比較（通所） 

 

Q2 看護師の雇用形態について、通所の非常

勤率が高い。しかし常勤採用も一定数ある

ことから、過去に通所には看護師が居ない

ケースも少なくない時代からの変化がうか

がい知れる。 

 

 看護師の雇用形態（入所） 
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 看護師の雇用形態（通所） 

 

Q5-1 施設看護における困難な点、改善点

（記述式回答）Q5-2 看護師不足解消のため

の提言（記述式回答）については、保健医療

の最前線にいる看護師の率直な回答が得ら

れる質問のひとつである。今回は、質問形式

で記述式回答を選択した。この回答（文章）

のすべての中で、課題提起が多かったもの

として、繰り返し使用されたキーワードと

同様の表現を含む文や語彙をカウントし、

その繰り返し回数が多い順に集計した。 

① 給与面での不満：40 件 

医療機関との比較において「低賃金」又はそ

れに類似した回答のあったケースである。

次いで、「医療的な判断に責任が重い割に給

与が見合っていない」と回答が次いで多か

った。この回答は以下に記載した医師の不

在による不安にも関連する回答結果である。 

② 常勤医師不在による不安：39 件 

 「常勤医師が不在のため、傷病に関する判

断や指示に不安を感じる」又はそれに類似

した回答のあったケースである。施設の看

護師は、発熱や怪我の状態に応じて判断し

通院するのかしないのか、夜勤者からの電

話による相談に対する判断、医師不在時の

指示があるもののそれを実行するかどうか

の判断、施設全体の感染症対策（イスタンダ

ードプリコーションなど）の企画運営、等々

は、医療機関の看護師ように常勤医に相談

や指示を受けることや、看護師の上司や同

僚に相談することが福祉施設では環境的に

極めて困難か又は限定的であることが不安

要素になっている。 

③ 支援員との連携が難しい。支援員の健

康管理面での技術不足：30 件 

 「検温や脈拍測定が出来ない（又は不正

確）」「睡眠や排せつの状態観察において、経

時的に一定の尺度を持って、表などを活用

しながら報告する行為などが難しい」「看護

師がアドバイスを行うが、支援員によって

対応の差が激しい」等の記載があった。 

  支援員の業務は対人援助サービスであ

る。同時に利用者には知的能力障害以外に

も重複した心身の障害か配慮が必要な状態

の方が少なくない。それに対し、支援員は、

介護福祉士や保母などを取得している者も

多いながら、施設の設置基準には支援員の

資格条項は設けられていない。そのことか

ら、健康面での観察や対応スキルを持ちえ

ない者も少なくない。その結果、健康管理の

スキルがある支援員の勤務時間帯とそうで

ない場合の、健康管理や疾病の対応方法に

レベルの高低が生じやすく、看護師も支援

員によって専門的関与の度合いを調整する

必要性がある。特に観察や対応方法を指示

する場合に、支援員が、出来る、出来ないに

関連したトラブルも発生しやすい。そのよ

うなトラブルにおいて、看護師が少数派の

ため意見が通らずに辛い思いをしたと、コ

メントした回答者も複数した。以上に関連

し、件数は少なかった（5 件）であったもの

の、看護師は通院や処置が必要ないと判断

したものの、支援員又は管理者が反する指

示をだされたケースや、感染対応の指示を
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行ったものの、信用されず実施されなかっ

たケースを訴える回答者がいた。 

件数の多いもので、以下には、利用者の状態

把握が難しい：27 件。施設看護業務の理解

を広めるためには看護教育カリキュラムに

導入が必要：25 件。施設の看護業務マニュ

アル（標準業務の規定）が無く業務範囲や組

織のポジションが不明瞭：25 件。利用者に

(対する医療機関の診療拒否がある：16 件。

施設で働いているとスキルが低下する：9件。 

 

② 医師を対象にした調査 

 看護職に比較して、医師の返答数は少な

かった。医師が勤務していない施設も存在

するためと思われる。 

 複数の医師がいる施設もあり、回答をく

れた医師は 46 名で、施設数は 41 カ所であ

った。施設種類（重複含む）は成人・入所施

設 23 か所、成人・通所施設 25 か所、児童・

入所施設 2 か所、児童・通所施設 1 か所で

あり、幾つかの施設を掛けもちしている医

師もいた。 

 平均勤務年数は 14.3 年（最長 53 年、最

短 1 年）であり、福祉現場勤続数は 15.7 年

であった（回答医師数 31 名）。医師の専門

科は、内科 23 名、精神科 13 名、外科 3 名、

整形外科 2 名、小児科 1 名（回答医師 28

名、重複あり）であった。診察中心科は内科

29 名、精神科 15 名、外科 4 名、整形外科

5 名、小児科 5 名、（回答医師 44 名、重複

あり）であり、実際には専門科以外も診察す

る必要性が反映されていた。週勤務時間は

平均 14.3 時間/週（最長 70 時間、最短 0.5

時間）（回答医師 42 名、勤務時間不定医師

5 名）であり、バラツキが見られた。診察人

数は平均 88.5 名/週（最多 440 名、最少１

名）であり、医師による違いが目立った。 

 福祉医療養成課程を経験している医師は

3名であり、そのうち２名は経験年数 10年、

20 年と回答している。回答医師 45 名中、

42 名は経験年数 0 年と回答している。 

回答した 24 名の医師の感じている困難さ

は、「現場福祉スタッフと医師の乖離（コー

ディネーターの必要性）」、「利用者の医療無

理解（主訴不明、経過不明、情報欠如、治療

協力不可）」、「近隣医療機関の受け入れの悪

さ（紹介先不足）」、「慢性的人手不足（医師、

看護職）」、「医療レベルの低さ（診察技術・

機器、専門外医療）」などであった。 

 回答した 23 名医師の改善提言としては、

「医学部での実習・研修の実施」、「福祉医療

の啓発・促進」、「近隣医療施設・地域医師会

との連携強化」、「経済的配慮と医師の増員」

などが挙げられている反面、改善を諦めて

いる医師もいた。 

 

Ⅱ 手をつなぐ育成会を対象とした調査 

B.研究方法 

 東京都社会福祉協議会知的発達部会の会

員施設を対象に行ったアンケート調査を手

をつなぐ育成会会員施設を対象に行った。 

 基本情報 

 回答総数（n）274 件 

 施設形態別内訳 

  入所 5 件、通所 204 件、入所/通所（併 

設）10 件 

 

C．研究結果 

① 看護師アンケート 

Q1、Q2、勤続年数について。看護師の勤続

年数平均値は。在職年数は 2014 年の日本医

療労働組合連合会の調査と比較した場合、5
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年未満は医療機関の離職が多い反面、5 年

を超過すると知的障害施設の離職率が増加

している。 

 

 
 日本医療労働組合連合会（2014） 

 

 勤続年数（現職）は、入所の方が長く 3 年

程度であった。通所では 1 年である。看護

師の経験年数も入所の方が長い者が多く、

通所は比較的短かった。 

 

Q3 雇用形態について 

 入所の回答率が低く（5 件）良好な結果は

得られなかった。通所については非常勤が

多かった。この結果は前回の東京都社会福

祉協議会に対して行った調査結果に近い結

果であった。 

 

Q4 知的障害者施設看護を選んだ理由。文章

回答のため、頻出するキーワードから傾向

を掴むこととした。回答から得られたキー

ワードは、「誘われたため」「家族に障害者が

いて興味があった」「職場環境（雇用条件含

む）がよかった」であった。 

 Q5 看護職養成課程で福祉施設看護の研

修については回答数が 76 件であった。専門

研修がなかったと回答する者が多く 71 件

であり、看護師が施設で働く場合際に必要

な予備知識（スキルや情報）不足しているこ

とが予想される。 

 

Q6 福祉施設看護の困難な点と改善策に

ついて。文章回答のため、頻出するキーワー

ドから傾向を掴むこととした。回答から得

られたキーワードは、困難な点について、
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「障害に関する知識不足」「利用者とのコミ

ュニケーションが難しい」「医師が不在」「家

族連携 

と多職種連携が難しい」「知的障害者看護に

関する技術不足」「医療・看護・福祉の情報

不足」であった。改善策については、「多職

種連携を深める（コミュニケーションを良

くする）」「利用者の日常生活の様子を把握

する」「家族と連携する」「施設看護に関する

教育を看護学校で行う」であった。 

Q7 福祉施設の看護師不足の改善策提言に

ついて。文章回答のため、頻出するキーワー

ドから傾向を掴むこととした。回答から得

られたキーワードは「施設看護を学校カリ

キュラムに組み込む」「従事者向けの研修を

行う」「給与を改善する」であった。 

 

② 医師アンケート 

 医師数は総数 46 名、施設数は 45 か所で

あった。入所施設 1 名、通所施設 35 名、入

/通所 3 名であった。医師の集まり具合につ

いてのアンケートに答えた 111 か所のうち、

「探すのに苦労している」は 46 か所、「探

すのに苦労する」が 29 か所、「どちらでも

ない」が 31 か所、「集められる」が 4 か所、

「感嘆の集められる」は 0 か所であった。

医師の福祉現場勤務年限は答えた 8 名中、

10 年以上が 4 名、10 年未満が 4 名であっ

た。専門家は答えた 18 名中、内科 10 名、

精神科 5 名、小児科、外科、総合科 1 名で

あった。答えた 16 名中、専門研修を受けた

ものは 3 名だけであった。医師からの訴え

としては「利用者の意思確認の難しさ」、「専

門研修の乏しさ」、「福祉スタッフの理解不

足」、「医療への結び付けの難しさ」などがみ

られた。 

D.考察 

 基本的には、東京都社会福祉協議会への

アンケートでもてをつなぐ育成会へのアン

ケートでも大きな隔たりはなかった。東京

都社会福祉協議会加盟施設へのアンケート

に比べると、手をつなぐ育成会の回答率が

低く、特に入所施設からの回答が少なく、統

計的処理等が出来なかった。 

 看護師の多くは医療機関で働いたことが

ある。また、養成校のカリキュラムも医療機

関での即戦力の養成することを第一目的と

している。看護師は医療機関で、医師の指示

のもと、チームで判断や看護行為を行って

いる。しかし、福祉施設の看護師は日々医師

のいない、看護師の同僚も少ない、他施設の

仲間との情報共有の場も少ない環境に従事

している。その結果、業務上の方向性を見失

いやすく技術的にも精神的にも不安定な状

況で働いていることがアンケートの文面か

ら読み取れた。給与についても、医療機関に

比較して低いと考える看護師が多いようで

ある。しかし先に述べたように、医療機関と

の労働条件があまりにも違いがあることか

ら、単純比較で高いか低いは判断できない。

施設における看護師の労働の対価を以下に

決定すればよいのかについては、施設サー

ビスの中で看護師が行うサービスの寄与度

や、専門資格が持つ業務独占を加味した責

任の程度など、多角的な検証が必要である。

休暇取得については少人数職場で一定のル

ーティンワーク（特に定時薬※関連の業務）

を抱えている関係上、当然休みにくい環境

にあると言えよう。施設サービスの多様化、

社会福祉施設の専門的サービス提供の更な

る向上など、喫緊の課題のなかで医療面で

のサービスにはどの程度のマンパワーが必
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要なのかについても検討も必要かもしれな

い。 

 障害者の生活が多様化し、地域生活や高

齢化を迎えるにあたっては、元来何らかの

医療ケアが必要となる方々が多い、障害者

が健康で継続的に地域で暮らす為にも最前

線で働く看護師の働き方への詳細な検討と、

具体的な対策は喫緊の課題である。今回の

報告では、将来の方策をいきなり提案する

ところに至っていないが、報告者の経験を

踏まえた提案を下記に行なう。 

健康医療面でのマネージメント機能の拡充

現在の看護師の働き方には定型がなく、且

つ看護師でなければならないといった専門

性を発揮できる内容になっていない。現状

の看護師の業務は、「通院補助」「外用薬処

置」「薬管理」「医療証管理」等々の業務が主

であり支援員と看護師の業務は縦割り的で

ある。その結果、利用者個々の障害や疾病や

環境（希望）に応じたサービスとなっていな

いのが現状である。 

個別性の高い健康医療的なサービスを構築

するために、個々のニーズとサービスに対

して、チーム支援を行う必要がある。チーム

支援をおこなうには支援計画を今以上に、

PDCA サイクルに基づいて支援員、看護、

栄養等が横串（横断）的に関与できる仕組み

つくりが必要である。その為に医療専門職

である看護師がサービスをマネージメント

する機能を発揮することが最適であると考

える。これは栄養マネージメントが既に加

算対象として稼働していることも類似のも

のとしてあげられるだろう。また、医療機関

での看護診断による、患者個々の状態に応

じた看護への変革も良い前例としておきた

い。 

地域医療との連携強化（中規模、診療所、調

剤薬局）看護師が施設で行われるサービス

は本来医療サービスの一部である。医療サ

ービスは診療所等から調剤薬局や場合によ

っては訪問看護との連携もある。同時に利

用者の病状によって、地域の大規模から中

規模の医療機関との連携も必要である。し

かし、現状では一部協力医療機関契約はあ

るものの、検査、入院、退院、リハビリ、日々

の相談における綿密な連携が行われている

とは言い難い。地域包括などを活用した福

祉・医療連携推進は、現在各地で積極的に進

められているものである。障害サービスに

おける健康医療サービスもリンクしていく

必要性を感じている。 

支援員の支援技術の専門性の向上。日常の

状態観察や初期対応には支援員の能力向上

が欠かせない。しかし、現在の支援員の健康

医療面での観察や対応力の技能は個々の職

員によって差が大きい。このことは、支援員

になるための養成課程や資格規定が存在し

ていないことも一因である。多様化する利

用者サービスを安全に提供するには初任者

研修レベルの技能を担保する基準が必要で

ある。 

 医師については、限られた医師が、研修も

受けることなく、専門科を越えて治療に従

事しているのが現状である。不十分な医療

スタッフとともに、経済的裏付けもないま

まに長期間勤務している医師もいる。また

福祉スタッフの理解も得られないままに、

看護スタッフらと利用者の医療充実に尽く

している。今後は福祉と医療の理解を促進

するコーディネーター的役割を果たすスタ

ッフの存在が必要である。福祉における医

療を正面からとらえ、養成課程の確立、治療
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技術への経済的裏付けの設定などを充実さ

せて行く必要がある。 

 

E.結論 

 地域や施設で提供される医療的なサービ

スの拡充は、障害児者施設利用者にとって

大きな貢献となる。本アンケートは、知的障

害者の医療に関わる看護師、支援員、医師の

基本的部分の調査であった。今後も引き続

き調査を行う予定である。 

 

F．健康危険情報 

なし 

 

G．研究発表 

なし 

 

１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

なし 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 

資料：アンケート内容 
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知的・発達障害入院患者医療についてのアンケート調査 

 

このアンケートは知的障害を伴う発達障害患者（知的・発達障害患者）の医療の現状を把握

するためのものです。またこのアンケートは厚生労働科学研究（｢医療的管理下における介

護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する者の実態に関する研究｣）の一環として行っ

ており、結果をまとめて報告書を作成し、行政施策に反映してもらうように働きかける予定

です。 

 

病院名                  

科名                   

記入者職                、氏名                  

 

病院の属性についてお答えください。 

問１ 病院の規模・都道府県・立地都市の規模についてお答え下さい。 

（１）．経営形態（国公立、独立行政法人、民間病院、大学付属病院、 

その他（具体的な形態：          ）） 

（２）．診療形態（総合病院、精神科単科病院、福祉施設内の病院・医務科、 

その他（具体的な形態：          ）） 

（３）．全病床数    床、精神科病床数    床、常勤換算精神科医師数     名 

（４）．都道府県                 

（５）．立地都市の規模をお選び下さい。 

             １．大都市（東京都区部と政令指定都市） 

             ２．中都市（人口１０万人以上の市（大都市を除く）） 

             ３．それ以外（人口１０万人未満の市および町村）         

 

知的・発達障害の診療についてお答えください。 

問２ 知的・発達障害の診療をしているか、お答えください。（有、無） 

 

（知的・発達障害の診療をしていない場合は、以下の質問には答えなくて結構です。） 

問３ 知的・発達障害の診断ツールについてお答えください。 

（１） 心理検査を行っている（はい、いいえ） 

（２） 脳波検査を行っている（はい、いいえ） 

（３） 頭部画像検査（ＭＲＩまたはＣＴなど）を行っている（はい、いいえ） 

（４） これ以外の検査をしている、具体的に（                  ） 
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問４ 知的・発達障害の診療プログラムについてお答えください。 

（１） ＴＥＥＡＣＨまたはＡＢＡなどの専門プログラムを実施している（はい、いいえ） 

（２） カウンセリングを行っている（はい、いいえ） 

（３） 薬物療法を行っている（はい、いいえ） 

（４） 他の診療プログラムを行っている、具体的に（                ） 

 

問５ 知的・発達障害患者の他施設との連携についてお答えください。 

（１） 学校との連携を行っている（はい、いいえ） 

（２） 児童相談所または子ども家庭支援センターと連携している（はい、いいえ） 

（３） 訪問看護または往診を行っている（はい、いいえ） 

（４） 他の施設と連携している（                    ） 

 

問６ 知的・発達障害患者の精神科入院治療についてお答えください。 

Ａ：１８歳未満の場合 

（１） 精神科入院治療が必要なときに自施設も含めて紹介先入院期機関が決まっている 

（はい、いいえ） 

（２） 現状の精神科入院受け入れ体制は現状で十分である（はい、いいえ） 

Ｂ：１８歳以上の場合 

（３） 精神科入院治療が必要なときに自施設も含めて紹介先入院期機関が決まっている 

（はい、いいえ） 

（４） 現状の精神科入院受け入れ体制は現状で十分である（はい、いいえ） 

 

問７ 知的・発達障害患者の身体科入院治療についてお答えください。 

Ａ：１８歳未満の場合 

（１）身体科入院治療が必要なときに自施設も含めて紹介先入院期機関が決まっている 

（はい、いいえ） 

（２）現状の身体科入院受け入れ体制は現状で十分である（はい、いいえ） 

Ｂ：１８歳以上の場合 

（３）身体科入院治療が必要なときに自施設も含めて紹介先入院期機関が決まっている 

（はい、いいえ） 

（４）現状の身体科入院受け入れ体制は現状で十分である（はい、いいえ） 

  

 

ワンデイ調査（平成２７年中の調査しやすい１日での集計をお願いします）での現状につい

てお答えください。 

問８ 
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 本アンケート記入対象年月日     平成２７年   月   日 

 貴院の全（精神科）入院患者数              名 

 長期在院（２年以上）発達障害患者数           名※ 

 

問９ 長期在院知的・発達障害患者の併存疾患毎の人数（合計人数は※となるようお願いし

ます） 

ア、 知的・発達障害のみの診断                                        名 

イ、 知的・発達障害および併存精神疾患あり                 名 

ウ、 知的・発達障害および併存身体疾患あり                名 

エ、 知的・発達障害および併存精神疾患および併存身体疾患あり       名 

 

問１０ 長期在院知的・発達障害患者の在院期間毎患者数（合計人数は※となるようにお願

いします）・・・合併症治療などで中途退院がある場合は合算してください。 

  ア．２年～   名、イ．３年～   名、ウ．５年～   名、エ．１０年～   名、 

  オ．２０年～   名、カ．３０年～   名、キ．４０年以上～   名 

 

問１１ 長期在院知的・発達障害患者の隔離・拘束人数（合計人数は※となるようお願いし

ます） 

  ア．  隔離・拘束はほとんどあるいは全く必要としない         名 

  イ．  時々（月に１回以上）隔離または拘束を必要とする        名 

  ウ．  頻回に（月に１０回以上）隔離または拘束を必要とする      名 

  エ．  ほとんどあるいは毎日隔離または拘束を必要とする        名 

 

問１２ 長期在院知的・発達障害患者の医療の必要性についてお選び下さい。 

（個々の長期在院発達障害患者について当てはまるものをお選びください。A,B の合計人

数は※となるようお願いします。） 

 

A、医療上入院管理が必要                     計   名  

ア．精神症状（行動障害を含む）により入院管理が必要          名 

イ．身体症状により入院管理が必要                   名 

ウ．精神症状（行動障害を含む）および身体症状により入院管理が必要   名 

 

 B、 必ずしも医療上の入院は必要ではない（例えば、自宅または施設からの通院 

または往診で可能な状態）                   計   名 

現状として入院を継続している理由をお答え下さい（重複回答可） 

ア．自宅での受け入れ困難                       名 



19 
 

イ．受け入れ施設が見つからない                    名 

ウ．家族が施設や自宅ではなく入院継続を希望              名 

エ．その他                              名 

                                   名 

                   名 

 

問１３ 問１２の B（必ずしも医療上の入院は必要ではない長期在院知的・発達障害患者）

が長期入院とならないために必要と思われる支援についてお選び下さい（複数回答可）。 

ア．知的・発達障害患者専門病院・病棟の設置     

イ．受け入れ施設の増設 

ウ．施設での医療的支援の充実（医師、看護師の常駐など） 

エ．現状のまま（長期入院状態）でよい 

オ．その他（                   ） 

 

問１４ 知的・発達障害患者の医療支援のあり方の一般論について、今後あるべき方向性に

ついてのお考えをお答え下さい（複数回答可）。 

ア．自宅または施設で生活し、必要に応じて医療施設への入院治療をおこなう。 

イ．受け入れ施設で生活し、施設内の医療支援を充実させる（医師、看護師の常駐など）。 

ウ．自宅で生活し、訪問看護やショートステイなどの支援を充実させる。 

エ．精神病院などを中心に、知的・発達障害患者にたいする専門的支援（専門医の配置など）

を充実させる。 

オ．知的・発達障害患者にたいする専門的役割をもつ病院を各地域の拠点に設置する。 

カ．その他（                     

 

問１５ 約 10 年の間に、入院している知的・発達障害患者の数は変化していますか？ 

ア 増えている   イ ほとんど同じである   ウ 減っている 

いずれの回答であれ、その理由と思われるものをご記入ください（自由記載） 

 

 

 

                              

アンケート調査にご協力ありがとうございました。 


